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（２）宍道湖における課題等について

・ 今後の調査研究について



「湖沼の水環境の保全に関する政策評価書」

平成１６年８月、総務省が農林水産省、国土交通省及び環境省に通知

・ 関係行政機関の各種施策が総体としてどのような効果を上げているか
などの総合的な観点から、一括して、全体として評価を行い、関係行政
の今後の在り方の検討に資するために実施されたもの

一部の湖沼では水質の改善が見られるなど一定程度の効果は見られるもの
の、湖沼の水質に顕著な改善は見られず、総体として、期待される効果が発
現しているとは認められない。

①水質汚濁の機構の解明及び各種発生源からの汚濁負荷の的確な把握
②湖沼水質保全計画の適切な策定及び着実な実施
③各種施策の推進に当たって
（イ）有効な非特定汚染源対策の検討及び着実な実施
（ロ）汚水処理施設の整備、集合処理施設への接続の促進及び高度処理化等
④排出量取引などの経済的手法等の新たな政策手段の導入に向けた検討

評価の結果

総務省の意見



「湖沼水質保全総合レビュー報告書」（平成１７年）

・ 国立環境研究所に委託し、琵琶湖、霞ヶ浦、諏訪
湖、宍道湖・中海をモデル湖沼として取りまとめ

・ 環境省が、「湖沼水質保全対策・総合レビュー検
討会」を実施（Ｈ１４～１６年度）

・ 水質改善のための問題点を整理



湖沼水質保全総合レビュー報告書での提言①

１．湖内の流動に関するモニタリング

２．貧酸素水塊の形成と挙動

３．水質モニタリング（富栄養化関連、化学物質）

４．一次生産量のモニタリング

５．底泥の状況とベントス現存量のモニタリング

６．大型生物（鳥類、魚類など）のモニタリング

７．湖岸帯生態系の構造と機能の関係

８．流入地下水調査

９．難分解性有機物の挙動解明

１０．施策効果が定量化されていない施策の定量化



湖沼水質保全総合レビュー報告書での提言②

１１．原単位の見直し、特にノンポイントソースと未規制事業所

１２．負荷量推定のための現況調査

１３．斐伊川以外の流入河川についての流量及び水質調査

１４．河道内での物質変化、自浄作用、流達率などの調査

１５．流域空間データベースの構築（ＧＩＳの利用、土地利用、水
移動、各種フレームなどを含む）

１６．過去のデータの発掘

１７．流域と湖内を統合した宍道湖・中海環境シミュレータの構築

１８．パートナーシップの構築



（課題Ⅰ）流入負荷の正確な見積もり
・点源原単位の見直し

（小規模事業場、高度処理型浄化槽等）
・面源の対策効果の定量的把握

（田、畑の減肥効果の把握、道路清掃、側溝清掃等による
負荷削減効果の把握）

・降雨による負荷流出、河川流達過程の実態把握
・大陸由来の高濃度窒素雨の影響把握

（課題Ⅱ）内部負荷の定量的把握
・底泥からの栄養塩の溶出量の把握
・プランクトン種と水質の関係
・溶存体、難分解CODの挙動解明
・浅場造成、水生植物、水生生物による浄化効果の把握
・底泥の有機物、栄養塩含有量の把握

下水道等の整備にも関わらず、水質が改善しないのは？

対策の効果と湖沼水質の関係の定量的な把握ができていない

宍道湖第５期計画策定時の課題



対策による負荷削減効果の定量的把握

水質改善へ向けた対策を検証する為のツールとして利用

・効果的な負荷削減対策の提言
・流域住民に対する行動指針の作成

湖沼の汚濁メカニズムの解明

対策実施による水質改善効果の把握のためのシミュレー
ションモデル(宍道湖モデル)の構築



環境省

島根県

情報の共有

汽水湖汚濁メカニズム解明調査ワーキンググループ

課題の整理
助言等

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

調査等フロー案

調査研究進行管理
課題整理

フォローアップ 等



① 汽水湖における汚濁メカニズム解明調査（基礎データ収集）

② 宍道湖のカビ臭原因生物の究明と国内汽水域のカビ臭に関する研究

・ 調査の頻度は、週１回（Ｈ２２年７月１日から１年間）。

県が現在実施している調査研究

・ STDを用いて水深10cmごとの水温、塩分、クロロフィル量を測定する。

・ 水深１m毎に採水、水質の変動、植物プランクトンの種組成の変化等
を把握する。

【 湖心高頻度調査 ： 宍道湖 湖心 】

【 流入河川連続調査 ： 斐伊川 神立橋 】

・ 調査の頻度は、３６５日（Ｈ２２年７月１日から１年間）。

・ COD、TOC、全窒素、全リン等の負荷量を把握する。

・ ジェオスミン産生生物は藍藻のCoelosphaerium Kuetzingianumと断定。

・ H22年度は水質データ等を解析し、同プランクトンの増殖条件を解明す
る。



④ 宍道湖に発生する植物プランクトンの種変化に関する研究（静岡県立大学
との共同研究）

③ 宍道湖における溶存態CODの上昇に対する植物プランクトン種の影響に関
する基礎的研究

県が現在実施している調査研究

・ 珪藻、緑藻、藍藻、ピコシアノバクテリアを培養し、D-CODとの関係を明
ら
かにする。

・ ①の調査を利用し、光合成色素を分析することにより、発生する植物プ
ランクトンの出現量を把握する。

・ 静岡県佐鳴湖において夏季に単独優先するピコシアノバクテリアの一種
は生物の成長に不可欠な不飽和脂肪酸を持たず、食物連鎖を破綻させ
ているという報告がある。

・ 宍道湖において、最近出現量が多くなったピコシアノバクテリア
Synechocy

stisも同様かどうか、不飽和脂肪酸濃度を測定して明らかにする。
・ Synechocystisの遺伝子解析を行い宍道湖で発生している種を決定す
る。



WGでの検討内容（案）
①水環境の状況（8月)
・水質の経年変化 ・負荷量の変化 ・これまでの取り組み ・課題の抽出 等

②汚濁機構解明、シミュレーションモデルの構築に必要な調査等の検討Ⅰ（10月)
・流入負荷 ・湖内生産 等

③汚濁機構解明、シミュレーションモデルの構築に必要な調査等の検討Ⅱ
連続調査の中間報告、次年度調査について(1月)

今後のＷＧのスケジュール案（H22年度）

(県）
H22年度
基礎データ収集
・流入河川連続調査(斐伊川)
・湖心高頻度調査

(環境省）
H22年度
・NP比変動による生態系への影響
把握調査(H21～23年度実施中)
・シミュレーションモデル精度向上の
ため、他湖沼のモデルの情報収集

WGによる課題整理、提言

情
報
共
有



環境省の調査研究（平成２２年度以降の予定）
H２２ H２３ H２４ H２５

窒素リン比変動による水生態系の影響等調査(H21～23年度)
　・　窒素リンと植物プランクトンの調査(H21調査済み)
　・　窒素リン比変動による水生態系の影響検討(H22～23年度)
底層ＤＯ等を用いた水質環境評価事業(H22～23年度)
　・　下層ＤＯ、透明度に関する調査(・宍道湖において調査予定)

面源からの汚濁負荷量把握調査(H23～25年度)
　・　市街地(住宅地、道路）からの流入負荷
　・　山林からの流入負荷

湖沼水質保全施策枠組み再構築事業(H22～24年度)
　・　全国指定湖沼の水質状況・施策実施状況の整理(H22年度)

湖沼の環境情報の整理手法の検討(H22年度)
　・　モデルケース：宍道湖

汚濁メカニズム解析(H23～25年度)
　・　内部生産量の検討
　・　植物プランクトンの長期変遷データからの解析
　・　湖内の食物連鎖構造の変化
　・　微生物等による有機物の分解作用の変化
　・　湖岸・沿岸帯の変化
　・　水循環の仕組み・量の変化



県の次年度以降の調査研究（案）について
Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ H２２ H２３ H２４ H２５ H２６

流入河川連続調査

湖心高頻度調査

事業場排水実態把握調査（案）

生活排水実態把握調査（案）

シミュレーションモデルの構築（案）

環境基準等の常時監視

山林排水負荷対策調査

非特定汚染源負荷対策調査

汽水域における汚濁解明調査事業

湖内生物（プランクトン）調査

道路堆積物汚濁負荷量調査

住宅地排水負荷対策調査



（２）宍道湖における課題等について

・ 宍道湖における水質環境評価について



環境基準類型あてはめ時（Ｓ４８、Ｓ６１）の考え方

保養： 保養の場として、水浴可能な水質を保つべきで
あり、また観光資源として、自然環境を保全す
べきである。

水産： シジミ、ワカサギ、フナ、シラウオ、エビ等は勿
論、アユ等の貧栄養湖型の魚類の生息可能な
水質を保全すべきである。

湖沼Ａ類型（ＣＯＤ：３ｍｇ/ｌ以下）

利用目的

湖沼類型Ⅲ（全窒素：０．４ mg/l以下）
（全りん：０．０３ mg/l以下）



環境省における最近の動向①

生活環境の保全に関する環境基準については、設定から35年
以上が経過し、水環境の状況が変化する中、現在の環境基準
項目の達成状況だけでは水環境の現状が国民に分かりにくく、
水環境保全施策推進等につながらないとの指摘。

水質環境基準生活環境項目検討調査において、今後、特に底
層ＤＯについては、新たな基準項目として設定する必要性があ
るとの指摘。

平成２３年度に見直しが予定されている湖沼法における施策等
において、環境基準としての底層DOを施策の目標とするべく、
底層ＤＯに係る具体的な基準値設定及び類型指定のための
データ収集を行う。

底層ＤＯ等を用いた水質環境評価事業（Ｈ２２～Ｈ２３）

○

○

○



環境省における最近の動向②

湖沼法については、平成23年度に見直しを行い、この結果に基
づいて必要な措置を講ずることが附則に定められている。
今後の湖沼水質の保全については、①実感しやすい水質指標
の検討 ②地域住民が望む湖沼像を反映した環境基準の設定を
行い、更なる水質改善を図るため、湖沼水質保全施策の枠組み
を再構築し、湖沼法の見直しを行う。

・ 新たな環境基準の検討
・ 現湖沼法の施策の効果検証
・ 湖沼の水質汚濁メカニズム等の検討を踏まえた市街地・農地
等の面源対策

・ 未規制の小規模事業者等の点源対策 など

湖沼水質保全施策枠組み再構築事業（Ｈ２２～Ｈ２４）



しかし

化学的指標は専門的知識が必要なため、わかりにくい。

人の「五感による環境評価指標」を作成。

そこで

これまで湖沼の環境状態の指標としてはＣＯＤなど化学的
指標を用いてきた。

＜五感による湖沼環境指標の作成＞

島根県における取り組み



宍道湖（全体）

五感モニター調査結果（Ｈ２０．１０～Ｈ２１．９）



・ 今後の調査研究について

・ 宍道湖における水質環境評価について


